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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に配列された発光素子によって構成される画素がマトリクス状に配列されてなる
表示装置であって、
　前記基材は、前記画素の上端に配置される庇と、
　前記発光素子の周辺部に形成され、入射光に対して反射角度を異ならせる少なくとも２
種類の反射抑制部とを備え、
　前記反射抑制部は、前記上端の庇に近い側に配置される第１反射抑制部と、前記上端の
庇よりも遠い側に配置される第２反射抑制部とからなり、
　前記第１及び第２反射抑制部は、それぞれ、前記上端の庇に近い側に配置される第１傾
斜面と、それよりも遠い側に配置される第２傾斜面とから構成され、
　第１反射抑制部における前記第１傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ11）は、前
記第２傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ12）より小さく、
　第２反射抑制部における前記第１傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ21）は、前
記第２傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ22）より大きく、
　傾斜角（θ11）は、傾斜角（θ21）と異なることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　第１反射抑制部における前記第１傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ11）が、前
記第２傾斜面の前記基材表面に対する傾斜各角度（θ22）と同じ、かつ前記第２傾斜面の
前記基材表面に対する傾斜角（θ12）が、第２反射抑制部における前記第１傾斜面の前記
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基材表面に対する傾斜角（θ21）と同じである請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１反射抑制部は、前記上端の庇に隣接する領域に形成され、該領域の上端の庇の
付け根からの長さｎは、
　　　ｎ＝ｍ・tanα°
　（式中、ｍは基材から上端の庇までの高さ、αは、表示装置への入射により反射光をも
たらす外来光の入射角度である）の式を満足する請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記基材は、前記画素内の下端側であって、発光素子の下側に、前記庇よりも低く、か
つ前記反射抑制部より高い遮光部をさらに備える請求項１から３のいずれか１つに記載の
表示装置。
【請求項５】
　前記基材は、前記発光素子と前記第１反射抑制部または前記第２反射抑制部との間に、
トラック状の平坦部を有する請求項１から４のいずれか１つに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記基材は、その表面が艶消し又は多孔質化等の加工または処理がされてなる請求項１
から５のいずれか１つに記載の表示装置。                                          
                            
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、より詳細には複数の発光素子をマトリクス状に配列してな
る表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複数の発光素子がマトリクス状に配列されて、種々の画像又は文字を表示す
る屋外用の表示装置が用いられている。このような表示装置では、通常、発光素子が配置
された面に入射する外来光が表示観測方向に反射し、表示装置自体のコントラストが低下
することが知られている。
　このコントラストの低下を抑制する手段として、種々の開発がなされており、例えば、
発光素子の上方に形成された主庇と、この主庇とは別個に設けられた補助庇を備えた表示
装置が提案されている（特許文献１及び２等参照）。
　例えば、特許文献１に開示の表示装置では、発光素子を駆動する手段を有する配線基板
と、発光素子をドットマトリクス状に配列して固定するベース等とを備え、表示装置表面
において、発光素子の上方に、発光素子の斜め上方からの外来光を遮断する主庇と、発光
素子の下方に、ベースの表面反射を抑える補助庇とを備えている。
【特許文献１】特開平１１－３０５６８９号公報
【特許文献２】特開２００１－５６６４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、従来の表示装置では、表示装置の下方からの視野角を確保しつつ、太陽光など
の外来光の影響を十分に抑制して、良好なコントラスト得るには至っていないのが現状で
ある。
　つまり、上述した表示装置では、下方からの表示装置への視野角を確保しようとすれば
、画素と補助庇との間を所定の距離だけ離すことが必要となる。そのため、画素と補助庇
との間において、外部からの入射光が表示観測方向へ反射し得る領域を増加させ、これに
よって、コントラストの低下を招く。さらに、補助庇と主庇との間において、十分に外来
光の反射を抑制する方法が見出されていない。
【０００４】
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　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、発光素子が配置される面において、表
示装置の下方からの視野角を確保しつつ、表示観測方向へ反射する光を抑制し、コントラ
ストを十分に向上させることができる表示装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の表示装置は、基材上に配列された発光素子によって構成される画素がマトリク
ス状に配列されてなる表示装置であって、
　前記基材は、前記画素の上端または下端に配置される庇と、
　前記発光素子の周辺部に形成され、入射光に対して反射角度を異ならせる少なくとも２
種類の反射抑制部とを備えることを特徴とする。
　この表示装置では、前記反射抑制部は、前記上端の庇に近い側に配置される第１反射抑
制部と、それよりも遠い側に配置される第２反射抑制部とからなり、
　前記第１及び第２反射抑制部は、それぞれ、前記上端の庇に近い側に配置される第１傾
斜面と、それよりも遠い側に配置される第２傾斜面とから構成され、
　第１反射抑制部における前記第１傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ１１）は、
前記第２傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ１２）より小さいことが好ましい。
　また、第２反射抑制部における前記第１傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ２１

）は、前記第２傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ２２）より大きいことが好まし
い。
　さらに、第１反射抑制部における前記第１傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ１

１）が、前記第２傾斜面の前記基材表面に対する傾斜各角度（θ２２）と同じ、かつ前記
第２傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ１２）が、第２反射抑制部における前記第
１傾斜面の前記基材表面に対する傾斜角（θ２１）と同じであることが好ましい。
　前記第１反射抑制部は、前記上端の庇に隣接する領域に形成され、該領域の上端の庇の
付け根からの長さｎは、
　　　ｎ＝ｍ・tanα°
（式中、ｍは上端の庇の高さ、αは、表示装置への入射により反射光をもたらす外来光の
入射角度である）
の式を満足することが好ましい。
　前記基材は、前記画素内の下端側であって、発光素子の下側に、前記庇よりも低く、か
つ前記反射抑制部より高い遮光部をさらに備えることが好ましい。
　前記基材は、前記発光素子と前記第１反射抑制部または前記第２反射抑制部との間に、
トラック状の平坦部を有することが好ましい。
　前記基材は、その表面が艶消し又は多孔質化等の加工または処理がされてなることが好
ましい。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、庇によって、発光素子に対して斜め上方からの外来光を有効に遮光す
ることができるとともに、入射光に対する反射角度が異なる少なくとも２種類の反射抑制
部により、比較的低い角度で入射する外来光が照射される表示装置の表示面、すなわち、
単位画素内における上側の表示面での反射をも効率的に抑制することが可能となる。これ
によって、表示装置の下方からの視野角を確保しつつ、発光観測方向へ反射する光を最小
限にとどめ、コントラストを十分に向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明を実施するための最良の形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、
以下に示す形態は、本発明の技術思想を具体化するための表示装置を例示するものであっ
て、表示装置を以下に限定するものではない。また、実施の形態に記載されている構成部
品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範
囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部
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材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下
の説明において、同一の名称、符号については同一又は同質の部材を示しており、詳細説
明を適宜省略する。
【０００８】
　本発明の表示装置は、例えば、図１に示したように、主として、基材１１と、基材１１
上に配列された発光素子とから構成される。
　基材１１は、発光素子１９を画素の単位で、マトリクス状に配置、固定等する役割を果
たすとともに、太陽光などの外来光が直接、発光素子に照射されるのを抑制するために画
素の上端及び／又は下端に配置される庇１２ａ、１２ｂと、発光素子の周辺部に形成され
、入射光に対する反射角度が異なる少なくとも２種類の反射抑制部とを備える。なお、庇
は、後述する繰り返し構造の１単位において少なくとも上端に存在すればよく、庇が下端
にも存在する場合には、下側に隣接する上端の庇と兼用されてもよい。ここで、図１に示
したように、庇１２ａ、第１反射抑制部１３、第２反射抑制部１４、遮光部１５、庇１２
ｂ・・・が上から順番に（つまり、図１中、ｙ方向に）配列した場合、画素の上端とは、
繰り返し構造の１単位（庇１２ａ、第１反射抑制部１３、第２反射抑制部１４、遮光部１
５）において、第１反射抑制部１３に隣り合う庇１２ａが配置された領域を指す。
【０００９】
　庇１２ａ、１２ｂは、表示装置の設置場所に応じて、基材１１の表面に対して垂直に又
は垂直方向から傾斜させて（例えば、上下方向に±１０°程度、好ましくは下方向に１０
°以内で傾斜させて）、画素の上端及び／又は下端に取り付けることができる。また、庇
１２ａ、１２ｂは、表示装置において複数個の画素が縦横に配列される場合、画素の上下
端において、左右方向（つまり、図１におけるｘ方向）にまっすぐ、連続して配置される
こととなる。
【００１０】
　庇１２ａ、１２ｂは、発光素子の斜め上方からの外来光を有効に遮断する機能を果たす
限り、その形状及び大きさは特に限定されず、画素のサイズ（ピッチ）、得ようとする表
示装置の性能、用途、設置場所等によって適宜調整することができる。例えば、屋外用の
表示装置の場合、画素のピッチが１０ｍｍ、１２ｍｍ、１５ｍｍ、１６ｍｍ、２０ｍｍ、
２５ｍｍ、３０ｍｍ等、種々のサイズがあるが、これらの場合には、３．０ｍｍ～１６．
０ｍｍ程度の高さ（図２ＢにおけるＨ方向の長さ、以下同じ）であることが好ましい。な
お、庇１２ａ、１２ｂは、高さが互いに異なっていてもよい。
　また、庇１２ａ、１２ｂは、後述する反射抑制部及び／又は遮光部とともに、基材１１
に対して一体的に同じ材料で形成してもよいし、別個に形成し、基材１１に組み合わせて
もよい。
【００１１】
　反射抑制部１３、１４は、発光素子１９の周辺に形成されており、通常、表示装置にお
いて画素が複数個上下左右に配列される場合、上述した庇１２ａ、１２ｂと同様に、左右
方向にまっすぐ、連続して配置され、従って、庇１２ａ、１２ｂに対して平行に配置され
ることとなる。
　反射抑制部は、入射光に対する反射角度を異ならせるように、少なくとも２種類、つま
り、３種類、４種類、５種類又はそれ以上の種類で形成することができるが、製造工程の
煩雑化と表示観測者への不所望な反射の抑制効果等とを考慮すると、２種類であることが
好ましい。
【００１２】
　反射抑制部は、単位画素内において少なくとも２種類適宜分布していてもよいが、図１
等に示したように、上下方向、つまり、図１におけるｙ方向に、互いに平行に複数個配置
され、列ごとに、入射光に対する反射角度が異なるように配置していてもよい。例えば、
入射光に対する反射角度を異ならせる２種類の反射抑制部を備える場合には、上側の複数
列と、下側の複数列とが異なる反射角度を有するように配置されていることが好ましい。
これにより、表示装置への入射角度が変化する外来光（太陽光）の動きに対応して、表示
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面からの光の反射を上下方向に振り分けることができるために、表示観測者の目線に向か
う反射光をより抑制することができる。
【００１３】
　例えば、２種類の反射抑制部が異なる入射光に対する反射角度を有して形成される場合
、通常、上端の庇１２ａに近い側、つまり、上側に配置される第１反射抑制部１３と、遠
い側、つまり下側に配置される第２反射抑制部１４とを有している。第１反射抑制部１３
が形成される領域は、特に限定されず、上端の庇１２ａの高さ、抑制したい反射光をもた
らす外来光の表示装置への入射角度等を考慮して適宜調整することができる。例えば、図
４に示したように、上端の庇１２ａの高さをｍ、抑制したい反射光をもたらす外来光の表
示装置の表示面への入射角度をα°とすると、第１反射抑制部を形成する領域の上端の庇
１２ａからの長さ（つまり、第１反射抑制部が形成される領域の上下方向の長さ）ｎは、
ｍ・tanα°として求めることができる。ここで、角度αは、上側に配置される第１反射
抑制部１３と、下側に配置される第２反射抑制部１４とにおいて、それらの反射抑制部を
形成する第１及び第２傾斜面の傾斜角度、さらには表示観察者の位置によって適宜調整す
ることができるが、比較的小さい値であることが適している。例えば、設置する表示装置
の位置と太陽光との関係等を考慮して、４５°以下、４０°以下、３５°以下、３０°以
下、２５°以下、２０°以下の小さい角度であることが好ましい。
【００１４】
　第１反射抑制部１３は、図２Ｂ中のＡ円内に示されるように、上端の庇１２ａに近い側
（つまり上側）に配置される第１傾斜面１３ａと、遠い側（つまり下側）に配置される第
２傾斜面１３ｂとから構成されることが適している。これら第１及び第２傾斜面１３ａ、
１３ｂは、同じ傾斜角度を有する傾斜面であってもよいが、発光装置に対する表示観測者
の位置、表示観測者の目線に向かう最小限の反射光を考慮すると、異なる傾斜角度を有す
る傾斜面であることが好ましい。
　特に、第１傾斜面１３ａの基材１１表面に対する傾斜角（θ１１）は、第２傾斜面１３
ｂの基材１１表面に対する傾斜角（θ１２）より小さいことが好ましい。θ１１及びθ１

２の範囲は、例えば、それぞれ２５°≦θ１１≦４５°、６５°≦θ１２≦８５°が挙げ
られる。
【００１５】
　第２反射抑制部１４は、図２Ｂ中のＢ円内に示されるように、上端の庇１２ａに近い側
（つまり上側）に配置される第１傾斜面１４ａと、遠い側（つまり下側）に配置される第
２傾斜面１４ｂとから構成されることが適している。これら第１及び第２傾斜面１４ａ、
１４ｂは、同じ傾斜角度を有する傾斜面であってもよいが、発光装置に対する表示観測者
の位置、表示観測者の目線に向かう最小限の反射光を考慮すると、異なる傾斜角度を有す
る傾斜面であることが好ましい。
　特に、第１傾斜面１４ａの基材１１表面に対する傾斜角（θ２１）は、第２傾斜面１４
ｂの基材１１表面に対する傾斜角（θ２２）より大きいことが好ましい。θ２１及びθ２

２の範囲は、例えば、それぞれ６５°≦θ２１≦８５°、２５°≦θ２２≦４５°が挙げ
られる。
【００１６】
　また、各反射抑制部１３、１４の各傾斜面の基材１１表面に対する傾斜角θ１１、θ２

２、θ１２及びθ２１は、それぞれ同じであっても、それぞれ異なっていても、一部同じ
で一部異なっていてもよいが、特に、θ１１がθ２２と同じ及び／又はθ１２がθ２１と
同じであることが好ましい。これにより、製造工程が簡略でありながら、得られる反射抑
制効果を最大限に発揮させることが可能となる。
【００１７】
　なお、本発明における反射抑制部１３、１４の形状は、それぞれ第１傾斜面及び第２傾
斜面によって構成される三角形状の断面形状を有するものでなくてもよく、例えば、第１
傾斜面と第２傾斜面との境界部分（先端又は角部分）が所定の曲率を有していてもよいし
、第１傾斜面及び／又は第２傾斜面が曲面であってもよい。また、反射抑制部１３、１４
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は、すべての高さが同じであることが適しているが、互いに異なっていてもよいし、個々
に異なっていてもよい。
【００１８】
　基材１１は、遮光部１５をさらに備えることが好ましい。遮光部１５を備えることによ
り、画素のピッチにかかわらず、表示装置における表示観測面の外来光の反射をより低減
することができる。
　遮光部１５は、繰り返し構造の１単位における下端側であって、発光素子の下側に形成
することが好ましい。つまり、上述した反射抑制部１３、１４の下側に形成することが好
ましい。遮光部１５の形状及び大きさは特に限定されないが、例えば、反射抑制部１３、
１４で説明したような第１傾斜面及び第２傾斜面を有していることが好ましく、その高さ
は、庇１２ａ、１２ｂよりも低く、かつ反射抑制部１３、１４より高いことが好ましい。
これにより、第２傾斜面にて反射された外来光は、その下方に配された隣接画素における
庇によって反射させることができるため、表示観測方向にて観測されることがなく、表示
装置の下方からの視野角をも確保することができ、コントラストが高い表示装置とするこ
とができる。具体的には、庇の高さと遮光部の高さとの差は、５～１０ｍｍ程度、さらに
５．９～７．２ｍｍ程度又は８．０～８．６ｍｍ程度とすることが好ましい。
【００１９】
　なお、遮光部１５において、第１傾斜面及び第２傾斜面を構成する基材表面に対する傾
斜角（それぞれθ１及びθ２）は、それぞれ、上述したθ１１、θ２２、θ１２及びθ２

１等と同様の範囲の角度を採ることができるが、θ１＞θ２を満たすことが好ましく、具
体的には、θ１が６０～６５°程度のとき、θ２は５３～４０°程度が、さらに、θ１が
７０～７５°程度のとき、θ２は３２～２７°程度が好ましい。これによって、発光素子
の配置面及び遮光部の表面における発光観測方向への外来光の反射を効率よく抑え、コン
トラストの高い表示装置とすることができる。
【００２０】
　また、基材１１は、発光素子の周囲においてトラック状の平坦部１７を有することが好
ましい。ここでの発光素子の周囲とは、発光素子に略隣接する外周部分を意味し、外周部
分は、例えば、表示装置の表示側から見た発光素子の最も長い径の５～６０％程度、さら
に５～３０％程度の幅のトラック形状を有していることが好ましい。平坦部１７とは、上
述した庇、反射抑制部及び遮光部を構成する凸を有していない状態を意味するが、後述す
るような微細な凹凸によって、外来光の反射を抑制し得る状態を包含する。このような平
坦部１７が発光素子の周囲に配置されていることにより、発光面から突出した反射抑制部
が左右（図１中、ｘ方向）方向の視野角を狭めず、よって、左右方向の視野角を確保する
ことができる。
【００２１】
　基材１１は、通常、プラスチック（ポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹脂
、フェノール樹脂等）、ガラス、セラミックス、金属（アルミニウム、銅の単体及びこれ
ら金属中にＭｇ、Ｓｉ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｐｂ、Ｓｎ等の金
属を含有させた合金等）等、あるいは、これら材料を組み合わせた材料により形成するこ
とができるが、なかでもプラスチック、特に、ガラス繊維入りポリカーボネートは、耐候
性及び機械的強度を比較的容易に向上させることができるため、好ましい。また、着色剤
を含有させることにより基材自体を黒色等の暗色に着色することが比較的簡単にできる。
【００２２】
　基材の少なくとも表示装置の表示面は、その表面に微細な凹凸を有する。このような微
細な凹凸は、基材の表面全体の艶を抑え、外来光を乱反射させ、視認者側に外来光が直接
反射することにより生ずるコントラストの低下を抑制することができる。このような微細
な凹凸は、艶消し又は多孔質化等の加工／処理等、例えば、基材の表面に対するサンドブ
ラスト加工、微少なフィラー（例えば、酸化珪素等）粒子を含有する塗料を塗布すること
、多孔性のセラミックス等を利用すること等により得ることができる。
　このような微細な凹凸は、ＪＩＳ Ｂ０６０１により、粗さ曲線のカットオフ値（λｃ
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）０．８ｍｍ、粗さ曲線の基準長さ２．４０ｍｍの条件で算術平均粗さ（Ｒａ）が１～５
０μｍの範囲が好ましく、より好ましくは２～１０μの範囲である。また、十点平均粗さ
（Ｒｚ）が５～１００μｍの範囲が好ましく、より好ましくは１０～５０μｍの範囲であ
る。
【００２３】
　基材上に配列される発光素子によって構成される１単位の画素は、１つの発光素子、つ
まり単色の発光素子によって構成されていてもよいが、カラー表示の場合、通常、赤色（
Ｒ）、青色（Ｂ）、緑色（Ｇ）の３つ以上の発光素子によって構成されることが好ましい
。発光素子の数は、表示装置において必要とされる素子の明るさに応じて、適宜調整する
ことができる。例えば、赤色の光を発する発光素子を１つ、緑色の光を発する発光素子を
１つ、青色の光を発する発光素子を１つをそれぞれ配列させることにより一画素を構成す
る。あるいは、赤色の光を発する発光素子を１つ、緑色の光を発する発光素子を２つ、青
色の光を発する発光素子を１つ、それぞれ配列させることにより一画素を構成してもよい
。画素内における各発光素子の配置パターンは表示品質を考慮して、適宜選択することが
できる。例えば、図１に示される表示装置においては、庇１２ａ側に赤および緑の発光素
子を左右に其々一つずつ配置し、その下方つまり庇１２ｂ側に青の発光素子を一つ配置し
た、逆三角形のパターンで一画素を構成している。また、四つの発光素子にて一画素を構
成する場合（図示せず）、例えば、庇１２ａ側に赤および緑の発光素子を左右に其々一つ
ずつ配置し、その下方つまり庇１２ｂ側に緑および青の発光素子を左右に其々一つずつ配
置した、２行２列の正方形のパターンに一画素を構成してもよい。さらに、図１の表示装
置においては、基材に、４行×６列の画素がマトリックス状に配置させている。
【００２４】
　発光素子としては、ＬＥＤチップ、レーザダイオード（ＬＤ）等種々の発光素子を利用
することができる。例えば、発光素子は、半導体発光素子がリード電極やパッケージなど
に配置され、リード電極と電気的に接続された後、樹脂などの透光性部材により被覆され
たものが好適に用いられる。
【００２５】
　半導体発光素子として好適に利用されるＬＥＤチップは、一種類で単色発光させてもよ
いし、複数用いて単色又は多色発光させてもよい。具体的には、液相成長法、ＨＤＶＰＥ
法やＭＯＣＶＤ法により基体上にＺｎＳ、ＳｉＣ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＩｎＮ、ＡｌＮ、Ｚ
ｎＳｅ、ＧａＡｓＰ、ＧａＡｌＡｓ、ＩｎＧａＮ、ＧａＡｌＮ、ＡｌＩｎＧａＰ、ＡｌＩ
ｎＧａＮ等の半導体を発光層として形成させたものが好適に用いられる。半導体層の材料
、その混晶度等によって発光波長を紫外光から赤外光まで種々選択することができる。特
に、野外でも好適に利用することができる表示装置とするときには、高輝度発光可能な発
光素子が求められる。そこで、緑色系及び青色系の高輝度な発光する発光素子の材料とし
て、窒化ガリウム化合物半導体を選択することが好ましい。また、赤色系の発光する発光
素子の材料として、ガリウム・アルミニウム・砒素系の半導体やアルミニウム・インジュ
ウム・ガリウム・燐系の半導体を選択することが好ましい。また、窒化物系化合物半導体
とその発光波長により励起され、種々色に発光する蛍光体とを組み合わせた発光素子によ
り構成することもできる。
【００２６】
　なお、カラー表示装置とためには、赤色系の発光波長が６１０ｎｍから７００ｎｍ、緑
色が４９５ｎｍから５６５ｎｍ、青色の発光波長が４３０ｎｍから４９０ｎｍのＬＥＤチ
ップを組み合わせることが好ましい。
【００２７】
　また、樹脂などの透光性部材を所望の形状にすることによって、発光素子からの発光を
集束させたり、拡散させたりするレンズ効果をもたせることができる。具体的には、水平
方向の視野角を広げるための楕円形状、凸レンズ形状、凹レンズ形状やそれらを複数組み
合わせた形状が挙げられる。さらにパッケージには、着色顔料、着色染料等を含有させ、
所望外の波長をカットするフィルターの役目をもたすこともできる。
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【００２８】
　基材１１には、パッケージ化された発光素子の径に対応した貫通孔が形成されており、
この貫通孔から発光素子の発光面を表示側に露出させている。また、基材には、発光素子
の固定側（表示観測面側）とは反対側に、発光素子と電気的及び／又は機械的に接続され
る実装基板と、発光素子を駆動する手段と、実装基板及び／又は回路基板を外部環境から
保護し、固定するための筐体等とが併設されていることが好ましい。
【００２９】
　例えば、実装基板は、発光素子が配列／固定され、その発光素子に電力を供給する導体
配線を有する。発光素子は、そのリード電極が半田などの導電性部材により、実装基板に
対して電気的および機械的に接続される。発光素子を配置する実装基板は、各発光素子を
所望の形状に配置し基板に設けられた銅箔などの導電性パターンと電気的に接続するため
の部材であり、駆動手段が配された基板と兼用することもできる。基板は、機械的強度が
高く熱変形の少ないものが好ましい。具体的にはセラミックス、ガラス、アルミニウム合
金等を用いたプリント基板が好適に利用できる。基板表面のうち、発光素子が実装される
側の表面は、表示装置の表示面側に配置され、一部基材から露出することもあるため、コ
ントラスト向上のために黒色系に着色されていることが好ましい。基板表面は、凹凸加工
やシボ加工されていることが好ましい。これにより、基材等との密着性を向上させること
ができる。
【００３０】
　また、駆動手段は、発光素子に電圧を印加する駆動回路などを有し、発光素子の点灯を
制御するために用いられる。さらに、駆動手段は、発光素子が配列および固定された実装
基板と電気的に接続される。
　より具体的には、ダイナミック駆動される表示装置は、駆動手段からの出力パルスによ
ってマトリックス状に配した発光素子が駆動される。このような駆動回路としては、入力
される表示データを一時的に記憶させる記憶手段と、記憶手段に記憶されるデータから発
光素子を所定の時間に点灯させるための階調信号を演算する階調制御回路と、階調制御回
路の出力信号でスイッチングされて、発光素子を点灯させるドライバとにより構成するこ
とができる。例えば、ドライバがオンのとき発光素子が点灯され、オフのとき消灯するこ
とができる。各発光素子の点灯時間を制御することにより所望の映像データなどを表示す
ることができる。また、表示データは、中央演算処理装置などにより駆動回路に入力させ
ることができる。
【００３１】
　さらに、筐体は、配線基板上にマトリックス状に配列された発光素子や駆動回路が配置
された基板などを外部から機械的に保護するために利用することができる。筐体の具体的
材料は、成型のしやすさなどからポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹脂、フ
ェノール樹脂などとすることが好ましい。また、筐体の内部表面は、凹凸加工、プラズマ
処理を施すことが好ましい。
【００３２】
　なお、筐体を用いる場合、その内部に、発光素子が配列および固定された基板や、駆動
回路が配設された基板などを収容するとともに、通常、充填材で被覆されている。充填材
は、例えば、発光素子が固定された基板や発光素子の封止部材から露出されたリード電極
を被覆しており、発光素子、筐体、発光素子が配置された配線基板および基材などとの密
着性がよいことが好ましい。また、駆動回路を保護するため、柔軟性や耐候性が良好であ
ることが好ましい。このような充填材の材料は、具体的に、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂
、シリコン樹脂から選択された少なくとも一種等が挙げられる。また、コントラスト向上
のためにこれらの樹脂中に黒色など暗色系の着色染料や着色顔料を含有させてもよい。さ
らに、熱伝導を向上させる目的で熱伝導部材を含有させてもよい。熱伝導部材としては発
光素子間にも配置されることから電気電導しないことが好ましい。具体的には酸化銅、酸
化銀が挙げられる。
　以下に、本発明の表示装置の実施例について、図面を参照しながら詳述する。
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【００３３】
　図１は、本実施例の表示装置１０の正面図、図２Ａは、表示装置の一部拡大正面図、図
２Ｂは図２ＡのＡ－Ａ’線断面図である。
　この表示装置１０は、発光素子が電気的及び機械的に接続される実装基板（図示せず）
と、発光素子を駆動する手段である駆動回路を有する回路基板（図示せず）と、実装基板
及び回路基板を外部環境から保護し、配置固定するための筐体（図示せず）と、基材１１
と、発光素子１９とを含んで構成される。
【００３４】
　図２Ａに示されるように、基材１１は、表示面側に発光素子１９を露出させるための貫
通孔１６を有しており、庇１２ａ、１２ｂ・・・、第１反射抑制部１３、第２反射抑制部
１４及び遮光部１５を一体的に配置している。なお、庇１２ａ、１２ｂ、第１反射抑制部
１３、第２反射抑制部１４及び遮光部１５を含む基材１１の表示面の全面には、艶消し加
工により微細な凹凸が形成されている。発光素子１９の外周部において、０．５ｍｍ～２
．０ｍｍの幅にわたって、微細な凹凸はあるものの、庇１２ａ、１２ｂ、第１反射抑制部
１３、第２反射抑制部１４及び遮光部１５のような比較的大きな凸のない、トラック状の
平坦部１７を有する。
【００３５】
　基材１１は、実装基板に配された発光素子１９とともに、ガラス繊維入りポリカーボネ
ートにより形成した筐体（図示せず）に取り付けられている。筐体内には、発光素子１９
の先端部を除いて、発光素子のリードフレーム部分および実装基板の一部が被覆されるよ
うに、シリコンゴムが充填されている。また、発光素子は駆動回路と電気的に接続されて
いる。
【００３６】
　表示装置１０における構成単位は、上端の庇１２ａ、下端の庇１２ｂ、第１反射抑制部
１３、第２反射抑制部１４及び遮光部１５を備える基材１１と、基材１１上に、貫通孔１
６を通して３つ配列された発光素子１９の画素とからなる。例えば、画素のピッチは２５
ｍｍに設定されている。
【００３７】
　庇１２ａ、１２ｂは、マトリックス状に配列された画素の左右方向（図１中、ｘ方向）
に延伸するように、それらの画素の上下端に配置されている。庇１２ａ、１２ｂのピッチ
は、例えば、２５ｍｍであり、高さは１０．６ｍｍである。
【００３８】
　反射抑制部としては、上端の庇１２ａに近い側に配置される第１反射抑制部１３と、そ
れよりも遠い側に配置される第２反射抑制部１４との２種類が形成されている。これら反
射抑制部１３、１４は、マトリックス状に配列された画素の左右方向に延伸するように、
それぞれ１つ以上、例えば、３．５つ及び５つ配置されている。これらの反射抑制部１３
、１４のピッチは、例えば、１．６ｍｍであり、高さは０．６ｍｍである。
【００３９】
　第１反射抑制部１３は、その断面形状が頂角８０°の三角形状となるように、画素の上
端の庇１２ａに近い側に配置される第１傾斜面１３ａと、それよりも遠い側に配置される
第２傾斜面１３ｂとから構成されている。
　また、第１反射抑制部１３における第１傾斜面１３ａの基材１１表面に対する傾斜角（
θ１１）は３０°程度、第２傾斜面１３ｂの基材１１表面に対する傾斜角（θ１２）は７
０°に設定されている。
【００４０】
　表示観測者の目線が表示装置を下方向から見上げる場合であって、かつ、最も一般的な
太陽光の表示装置への照射と想定される、表示装置の表面に９０°以下の角度で太陽光が
照射された場合においても、この第１反射抑制部１３により、上端側の庇１２ａの方に光
を反射させることができる。したがって、下方向から表示装置を見上げる表示観測者側に
反射せず、コントラストをより向上させることができる。
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【００４１】
　第２反射抑制部１４は、その断面形状が頂角８０°の三角形状となるように、画素の上
端の庇１２ａに近い側に配置される第１傾斜面１４ａと、遠い側に配置される第２傾斜面
１４ｂとから構成されている。
　また、第２反射抑制部１４における第１傾斜面１４ａの基材１１表面に対する傾斜角（
θ2１）は７０°程度、第２傾斜面１４ｂの基材１１表面に対する傾斜角（θ２２）は３
０°に設定されている。
【００４２】
　表示観測者の目線が表示装置を下方向から見上げる場合であって、かつ、最も一般的な
太陽光の表示装置への照射と想定される、表示装置表面に９０°以下の角度で太陽光が照
射された場合においても、この第２反射抑制部１４により、下端側の庇１２ｂの方に光を
反射させることができる。第２反射抑制部１４が配置される領域の範囲は、その反射され
た光が庇１２ｂによって遮られるように調整されている。したがって、下方向から表示装
置を見上げる表示観測者側に反射せず、コントラストをより向上させることができる。
【００４３】
　遮光部１５は、上端の庇１２ａと下端の庇１２ｂの間に配置され、庇１２ａ、１２ｂと
同様にｘ方向に沿って延伸し、かつ画素の下方に配されている。遮光部１５は、その断面
形状が頂角７８°の三角形状となるように、上端の庇１２ａに近い（向いた）第１傾斜面
と、下端の庇１２ｂに近い（向いた）第２傾斜面を有している。これにより、その傾斜面
に入射された外来光を表示観測方向以外の方向へ反射させることができるため、コントラ
ストをさらに向上させることができる。
　例えば、第１及び第２傾斜面と、基材１１の表面に対する傾斜角（図２Ｂ中、θ１及び
θ２）は、それぞれ７０°、３２°に設定されている。遮光部１５間のピッチは、例えば
、３．６ｍｍであり、高さは１．５ｍｍである。
【００４４】
　発光素子としては、緑色、青色及び赤色が発光可能な３つのＬＥＤチップが用いられて
いる。これらのＬＥＤチップの発光層の半導体は、それぞれＩｎＧａＮ（発光波長５２５
ｎｍ）、ＩｎＧａＮ（発光波長４７０ｎｍ）、ＡｌＧａＩｎＰ（発光波長６６０ｎｍ）で
ある。各ＬＥＤチップは、それぞれＡｇペーストにてリードフレームにダイボンディング
された後、金線によりそれぞれワイヤーボンディングさせ、ＬＥＤチップとリードフレー
ムとを電気的に接続させる。さらに、封止部材として、エポキシ樹脂で被覆させて、封止
部材の頂部の側から見て、略楕円形状の封止部材を形成させる。このようなＬＥＤチップ
は、断面が楕円となるような封止部材とされ、その楕円の長軸方向が表示装置の水平方向
となるように配列されている。なお、発光素子は、基材１１表面の垂線に対して下方に６
°程度傾斜して配置されている。
【００４５】
　本実施例における表示装置は、通常、図１に示した上下方向（ｙ方向）を鉛直方向と略
一致し、さらに水平方向がｘ方向と一致するように、さらに、表示装置の下方を地面方向
にして取り付けられる。
【００４６】
　このように構成された本実施例における表示装置１０は、図３中Ａ～Ｃに示したように
、表示観測者の目線の角度を、表示装置１０の表示面の垂直方向に対して２０°設定した
場合（２０°は、一般的な目線の角度範囲として想定され、代表的な目線の角度である）
、表示装置１０の表示面に対して垂直な方向から３０°程度、特に２０°程度までの比較
的入射角度の小さい外来光を、８０°から６０°の範囲で上端側の庇１２ａの方に反射さ
せることができるために、非常に高いコントラストを得ることができることが分かる。
【００４７】
　一方、比較のために、図３中Ｄ～Ｆに示したように、反射抑制部を、第１反射抑制部及
び第２反射抑制部に分けず、第２反射抑制部に相当する凸部を形成する以外、上記実施例
の表示装置と同様の表示装置を作成したところ、上記と同じように、表示観測者の目線の
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に対して垂直な方向から３０°程度の比較的入射角度の小さい外来光を、上記範囲（８０
°から６０°）よりも小さい角度範囲４０°から６０°で表示観測者の目線に近い下端側
の庇１２ｂの方に反射させるにとどまり、上記実施例に比較して低コントラストであるこ
とが分かる。
【００４８】
　また、上述したような実施例においては、表示観測者の目線の角度は、表示装置１０の
表示面の垂直方向に対して２０°以下においても、さらには２０°以上のいずれにおいて
も、比較的入射角度の小さい外来光の反射に対して、表示観測者の目線の角度を、大きく
異ならせることができる。つまり、表示観測者の目線から離れた角度に反射させることが
できる。そのために、高いコントラストを得ることができることも確認される。
【００４９】
　このように、本実施例における表示装置は、下方からの視野角を確保しながら、水平方
向～斜め上方向から入射する、比較的低い方向からの外来光について、表示観測方向に反
射することを抑制することができ、コントラストを飛躍的に向上させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明は、複数の発光素子をマトリックス状に配列してカラー画像を表示する表示装置
として、特に、屋外においてもコントラストの高い鮮明映像を得るカラーディスプレイと
して利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施例にかかる表示装置の正面図である。
【図２Ａ】図１の要部の拡大図である。
【図２Ｂ】図２ＡのＡ－Ａ’線断面図である。
【図３】本発明の表示装置の外来光の反射を説明するための要部の概略断面図である。
【図４】本発明の表示装置における第１反射抑制部の形成領域を説明するための要部の概
略断面図である。
【符号の説明】
【００５２】
１０　表示装置
１１　基材
１２ａ、１２ｂ　庇
１３、１４　反射抑制部
１３ａ、１４ａ　第１傾斜面
１３ｂ、１４ｂ　第２傾斜面
１５　遮光部
１６　貫通孔
１７　平坦部
１９　発光素子
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